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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 2月 26日 (2007.2.26)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　 第 １ の 画 像 信 号 を 、 上 記 第 １ の 画 像 信 号 よ り 高 品 質 の 第 ２ の 画 像 信 号
へ 変 換 す る 装 置 に お い て 、
　 上 記 第 １ の 画 像 信 号 に 基 づ い て 、 上 記 第 ２ の 画 像 信 号 の 注 目 画 素 の 動 き 情 報 を 上 記 第 ２
の 画 像 信 号 の 画 素 間 隔 以 下 の 精 度 で 求 め る 動 き 情 報 検 出 手 段 と 、
　 上 記 動 き 情 報 に 基 づ い て 、 上 記 注 目 画 素 を 複 数 の ク ラ ス の 一 つ に 分 類 す る ク ラ ス 分 類 手
段 と 、
　 上 記 ク ラ ス に 基 づ い た 生 成 方 式 で 、 上 記 注 目 画 素 を 生 成 す る 画 素 生 成 手 段 と
　 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 請 求 項 １ に お い て 、
　 上 記 動 き 情 報 検 出 手 段 は 、
　 上 記 第 １ の 画 像 信 号 と 上 記 注 目 画 素 と の 位 置 関 係 を 示 す 画 素 位 置 情 報 を 検 出 す る 画 素 位
置 情 報 検 出 手 段 と 、
　 上 記 第 １ の 画 像 信 号 か ら 上 記 注 目 画 素 の 動 き ベ ク ト ル を 検 出 す る 動 き ベ ク ト ル 検 出 部 と
、
　 上 記 注 目 画 素 位 置 情 報 と 上 記 動 き ベ ク ト ル と に 基 づ い て 、 上 記 動 き 情 報 を 上 記 第 ２ の 画
像 信 号 の 画 素 間 隔 以 下 の 精 度 で 求 め る 画 素 以 下 動 き 検 出 手 段 と
　 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 請 求 項 ２ に お い て 、
　 上 記 画 素 位 置 情 報 は 、 外 部 か ら の 入 力 に よ っ て 得 ら れ る こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 装 置
。
　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 請 求 項 ２ に お い て 、
　 上 記 画 素 位 置 情 報 は 、 予 め 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 請 求 項 ２ に お い て 、
　 上 記 画 素 位 置 情 報 は 、 上 記 第 １ の 画 像 信 号 と 上 記 第 ２ の 画 像 信 号 と の 単 位 時 間 あ た り の
フ レ ー ム 数 で あ る こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ６ 】 　 請 求 項 ２ に お い て 、
　 上 記 画 素 位 置 情 報 は 、 上 記 第 １ の 画 像 信 号 と 上 記 第 ２ の 画 像 信 号 と の フ レ ー ム 数 で あ る
こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ７ 】 　 請 求 項 ２ に お い て 、
　 上 記 画 素 位 置 情 報 は 、 上 記 第 １ の 画 像 信 号 と 上 記 第 ２ の 画 像 信 号 と の 単 位 フ レ ー ム あ た



り の 画 素 数 で あ る こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ８ 】 　 請 求 項 １ に お い て 、
　 上 記 第 ２ の 画 像 信 号 は 、 上 記 第 １ の 画 像 信 号 よ り も 、 空 間 解 像 度 が 高 い こ と を 特 徴 と す
る 画 像 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ９ 】 　 請 求 項 １ に お い て 、
　 上 記 第 ２ の 画 像 信 号 は 、 上 記 第 １ の 画 像 信 号 よ り も 、 １ フ レ ー ム 当 た り の 画 素 数 が 多 い
こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 １ ０ 】 　 請 求 項 １ に お い て 、
　 上 記 第 ２ の 画 像 信 号 は 、 上 記 第 １ の 画 像 信 号 よ り も 、 フ レ ー ム 数 が 多 い こ と を 特 徴 と す
る 画 像 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 １ １ 】 　 請 求 項 １ に お い て 、
　 上 記 第 ２ の 画 像 信 号 は 、 上 記 第 １ の 画 像 信 号 よ り も 、 単 位 時 間 あ た り の フ レ ー ム 数 が 多
い こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 １ ２ 】 　 請 求 項 １ に お い て 、
　 上 記 ク ラ ス 分 類 手 段 は 、 上 記 注 目 画 素 位 置 に 基 づ い て 、 上 記 第 １ の 画 像 信 号 か ら １ 乃 至
複 数 の 画 素 を ク ラ ス タ ッ プ と し て 導 出 す る ク ラ ス タ ッ プ 抽 出 手 段 と 、
　 上 記 ク ラ ス タ ッ プ か ら 上 記 注 目 画 素 に 対 応 し た 特 徴 を 検 出 す る 特 徴 検 出 手 段 と を 有 し 、
　 上 記 動 き 情 報 と 上 記 特 徴 と に 基 づ い て 、 上 記 注 目 画 素 を 複 数 の ク ラ ス の 一 つ に 分 類 す る
こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 １ ３ 】 　 請 求 項 １ に お い て 、
　 上 記 画 素 生 成 手 段 は 、
　 上 記 注 目 画 素 位 置 に 基 づ い て 、 上 記 第 １ の 画 像 信 号 か ら １ 乃 至 複 数 の 画 素 を 予 測 タ ッ プ
と し て 導 出 す る 予 測 タ ッ プ 導 出 手 段 と 、
　 上 記 生 成 方 式 に 従 い 、 上 記 予 測 タ ッ プ を 使 用 し て 、 上 記 注 目 画 素 を 生 成 す る こ と を 特 徴
と す る 画 像 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 １ ４ 】 　 請 求 項 １ に お い て 、
　 上 記 生 成 方 式 は 、 上 記 ク ラ ス に 応 じ た 係 数 と 上 記 予 測 タ ッ プ と を 演 算 す る 方 式 で あ る こ
と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 １ ５ 】 　 第 １ の 画 像 信 号 を 、 上 記 第 １ の 画 像 信 号 よ り 高 品 質 の 第 ２ の 画 像 信
号 へ 変 換 す る 方 法 に お い て 、
　 上 記 第 １ の 画 像 信 号 に 基 づ い て 、 上 記 第 ２ の 画 像 信 号 の 注 目 画 素 の 動 き 情 報 を 上 記 第 ２
の 画 像 信 号 の 画 素 間 隔 以 下 の 精 度 で 求 め る 動 き 情 報 検 出 ス テ ッ プ と 、
　 上 記 動 き 情 報 に 基 づ い て 、 上 記 注 目 画 素 を 複 数 の ク ラ ス の 一 つ に 分 類 す る ク ラ ス 分 類 ス
テ ッ プ と 、
　 上 記 ク ラ ス に 基 づ い た 生 成 方 式 で 、 上 記 注 目 画 素 を 生 成 す る 画 素 生 成 ス テ ッ プ と
　 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 方 法 。
　 　 【 請 求 項 】 　 第 １ の 画 像 信 号 を 、 上 記 第 １ の 画 像 信 号 よ り 高 品 質 の 第 ２ の 画 像 信
号 へ 変 換 す る 画 像 処 理 装 置 で あ っ て 、 第 １ の 画 像 信 号 に 基 づ い て 、 第 ２ の 画 像 信 号 の 注 目
画 素 の 動 き 情 報 を 上 記 第 ２ の 画 像 信 号 の 画 素 間 隔 以 下 の 精 度 で 求 め 、 動 き 情 報 に 基 づ い て
、 注 目 画 素 を 複 数 の ク ラ ス の 一 つ に 分 類 し 、 ク ラ ス に 基 づ い た 生 成 方 式 で 、 注 目 画 素 を 生
成 す る 画 像 処 理 装 置 に お け る 上 記 生 成 方 式 を 予 め 学 習 す る 画 像 処 理 装 置 に お い て 、
　 上 記 第 １ の 画 像 信 号 に 相 当 す る 生 徒 画 像 信 号 に 基 づ い て 、 上 記 第 ２ の 画 像 信 号 に 相 当 す
る 教 師 画 像 信 号 の 注 目 画 素 の 動 き 情 報 を 上 記 教 師 画 像 信 号 の 画 素 間 隔 以 下 の 精 度 で 求 め る
動 き 情 報 検 出 手 段 と 、
　 上 記 動 き 情 報 に 基 づ い て 、 注 目 画 素 を 複 数 の ク ラ ス の 一 つ に 分 類 す る ク ラ ス 分 類 手 段 と
、
　 上 記 生 徒 画 像 信 号 お よ び 上 記 教 師 画 像 が 入 力 さ れ 、 上 記 ク ラ ス 毎 に 上 記 生 成 方 式 を 求 め
る 学 習 手 段 と か ら な る 画 像 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 】 　 第 １ の 画 像 信 号 を 、 上 記 第 １ の 画 像 信 号 よ り 高 品 質 の 第 ２ の 画 像 信
号 へ 変 換 す る 画 像 処 理 方 法 で あ っ て 、 第 １ の 画 像 信 号 に 基 づ い て 、 第 ２ の 画 像 信 号 の 注 目
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画 素 の 動 き 情 報 を 上 記 第 ２ の 画 像 信 号 の 画 素 間 隔 以 下 の 精 度 で 求 め 、 動 き 情 報 に 基 づ い て
、 注 目 画 素 を 複 数 の ク ラ ス の 一 つ に 分 類 し 、 ク ラ ス に 基 づ い た 生 成 方 式 で 、 注 目 画 素 を 生
成 す る 画 像 処 理 装 置 に お け る 上 記 生 成 方 式 を 予 め 学 習 す る 画 像 処 理 方 法 に お い て 、
　 上 記 第 １ の 画 像 信 号 に 相 当 す る 生 徒 画 像 信 号 に 基 づ い て 、 上 記 第 ２ の 画 像 信 号 に 相 当 す
る 教 師 画 像 信 号 の 注 目 画 素 の 動 き 情 報 を 上 記 教 師 画 像 信 号 の 画 素 間 隔 以 下 の 精 度 で 求 め る
動 き 情 報 検 出 ス テ ッ プ と 、
　 上 記 動 き 情 報 に 基 づ い て 、 注 目 画 素 を 複 数 の ク ラ ス の 一 つ に 分 類 す る ク ラ ス 分 類 ス テ ッ
プ と 、
　 上 記 生 徒 画 像 信 号 お よ び 上 記 教 師 画 像 が 入 力 さ れ 、 上 記 ク ラ ス 毎 に 上 記 生 成 方 式 を 求 め
る 学 習 ス テ ッ プ と か ら な る 画 像 処 理 方 法 。
、 上 記 注 目 画 素 を 動 き 画 素 と 判 定 す る こ と を 特 徴 と す る 動 き 判 定 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 請 求 項 の 発 明 は 、 第 １ の 画 像 信 号 を 、 第 １ の 画 像 信 号 よ り 高 品 質 の 第 ２ の 画 像 信 号
へ 変 換 す る 画 像 処 理 装 置 で あ っ て 、 第 １ の 画 像 信 号 に 基 づ い て 、 第 ２ の 画 像 信 号 の 注 目 画
素 の 動 き 情 報 を 第 ２ の 画 像 信 号 の 画 素 間 隔 以 下 の 精 度 で 求 め 、 動 き 情 報 に 基 づ い て 、 注 目
画 素 を 複 数 の ク ラ ス の 一 つ に 分 類 し 、 ク ラ ス に 基 づ い た 生 成 方 式 で 、 注 目 画 素 を 生 成 す る
画 像 処 理 装 置 に お け る 生 成 方 式 を 予 め 学 習 す る 画 像 処 理 装 置 に お い て 、
　 第 １ の 画 像 信 号 に 相 当 す る 生 徒 画 像 信 号 に 基 づ い て 、 第 ２ の 画 像 信 号 に 相 当 す る 教 師 画
像 信 号 の 注 目 画 素 の 動 き 情 報 を 教 師 画 像 信 号 の 画 素 間 隔 以 下 の 精 度 で 求 め る 動 き 情 報 検 出
手 段 と 、
　 動 き 情 報 に 基 づ い て 、 注 目 画 素 を 複 数 の ク ラ ス の 一 つ に 分 類 す る ク ラ ス 分 類 手 段 と 、
　 生 徒 画 像 信 号 お よ び 教 師 画 像 が 入 力 さ れ 、 ク ラ ス 毎 に 生 成 方 式 を 求 め る 学 習 手 段 と か ら
な る 画 像 処 理 装 置 で あ る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 請 求 項 の 発 明 は 、 第 １ の 画 像 信 号 を 、 第 １ の 画 像 信 号 よ り 高 品 質 の 第 ２ の 画 像 信 号
へ 変 換 す る 画 像 処 理 方 法 で あ っ て 、 第 １ の 画 像 信 号 に 基 づ い て 、 第 ２ の 画 像 信 号 の 注 目 画
素 の 動 き 情 報 を 第 ２ の 画 像 信 号 の 画 素 間 隔 以 下 の 精 度 で 求 め 、 動 き 情 報 に 基 づ い て 、 注 目
画 素 を 複 数 の ク ラ ス の 一 つ に 分 類 し 、 ク ラ ス に 基 づ い た 生 成 方 式 で 、 注 目 画 素 を 生 成 す る
画 像 処 理 装 置 に お け る 生 成 方 式 を 予 め 学 習 す る 画 像 処 理 方 法 に お い て 、
　 第 １ の 画 像 信 号 に 相 当 す る 生 徒 画 像 信 号 に 基 づ い て 、 第 ２ の 画 像 信 号 に 相 当 す る 教 師 画
像 信 号 の 注 目 画 素 の 動 き 情 報 を 教 師 画 像 信 号 の 画 素 間 隔 以 下 の 精 度 で 求 め る 動 き 情 報 検 出
ス テ ッ プ と 、
　 動 き 情 報 に 基 づ い て 、 注 目 画 素 を 複 数 の ク ラ ス の 一 つ に 分 類 す る ク ラ ス 分 類 ス テ ッ プ と
、
　 生 徒 画 像 信 号 お よ び 教 師 画 像 が 入 力 さ れ 、 ク ラ ス 毎 に 生 成 方 式 を 求 め る 学 習 ス テ ッ プ と
か ら な る 画 像 処 理 方 法 で あ る 。
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